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交通安全環境研究所に鉄道認証室を設置し、２．２に

挙げた４規格に鉄道 EMC 規格 IEC 62236 シリーズ

を対象に加えて、鉄道国際規格に関する国内初の認証

活動を開始した。 
 また、2010 年代に入り、IEC にとどまらず、ISO
における鉄道マネジメント規格の戦略的重要性に着

目し、日独仏の主導で ISO 初の鉄道専門の TC（技術

委員会）として ISO/TC269 を設立した。 
３．１．３．欧州における規格改訂 
 ここで再度欧州に目を転じると、欧州規格団体の

CENELEC（欧州電気標準化委員会）が 2008 年より

機能安全３規格、EN 50126、EN 50128 及び EN 
50129 の改訂に着手している。この改訂の目的のひと

つは、それまでに顕在化した諸課題を解決することで

あり、他のひとつはこれらの規格を IEC 61508 シリ

ーズ同様にシリーズ化して内容の整合を図ることで

あったと考えられる。しかし欧州各国から、規格改訂

プロジェクトの所定期間内では処理不可能な大量の

意見が出され、改訂は大幅な遅延を強いられている。

そのため、2011 年に先行して改訂版が発効した EN 
50128（IEC 62279：2015 年版）を除き、RAMS 規

格とセーフティケース規格は依然として、上述の諸課

題を含んだ初期の内容での運用が続いている。 
 
３．２．今後の展望 

 これまでの経緯を概観すれば、2000 年以前は、欧

州が機能安全規格を開発し、それらが含む課題を経験

し始めると共に、日本も注目を始めていた年代、その

後の 10 年は、日本が欧州起源の IEC 規格群に対応す

る審議体制の強化を図り、欧州は機能安全規格の改訂

に着手した年代、2010 年代は日本が国内認証機関を

設置するとともに、ISO の場における鉄道マネジメン

ト規格の主導権獲得を図る年代と区分できる。 
 ただし、日欧のいずれの試みも、完成を見るには多

くの課題を克服する必要がある。日本に関しては、

IEC、ISO のいずれの場においても、鉄道規格の全般

動向への分析力と戦略立案力を高めると共に、個々の

規格に関する審議対応力の強化と継承の努力を継続

する必要がある。その際には、世界における日本の鉄

道技術、国内標準及び関連組織の正しいポジションを

今までより一層、分析的かつ客観的に把握しておく必

要がある。 

 人材面で見ると、これまでは日欧共に、またサプラ

イヤ側、ユーザ側を問わず、各国国鉄の民営化以前か

ら、数多くの技術開発の最前線で働いた経験のある技

術者が主体であったが、これも日欧共にすでに世代交

代が始まっており、その影響への対応が重要性を増し

ている。また日本の場合は、複数種別の鉄道製品をプ

ロフェッショナルにカバーする欧州のゼネラリスト

的人材の確保が、標準化と認証の両面において求めら

れる。 
 なお、２．４に挙げたもの以外に、他産業分野を含

めた機能安全規格全般に関わる課題として、製品認証

スキームのためのガイドラインを定めた、ISO/IEC 
17067 が対象とするライフサイクル段階が、機能安全

規格のそれと一致せず、O&M 段階が製品認証で十分

にカバーされていないという課題がある。また、鉄道

分野以外ではあるが、特に大規模システムに対する安

全マネジメント認証の不完全性が指摘される事例が

世界的に生じており、このような機能安全規格の本来

目標の形骸化の懸念を、安全規格のためのガイドライ

ン規格のレベルにおいても排除していく努力が必要

である。 

 
４．まとめ 

 特に RAMS 規格を中心とする鉄道分野の機能安全

規格に関して、その経緯、課題及び動向を考察し、そ

れらをベースに今後の展望を試みた。日本国内の対応

体制はようやく形が整った段階といえる。目指す目標

を他より優位に達成するためには、戦略面、人材面で

の課題がある。これらを克服することが 2020 年代の

評価につながると考えており、交通安全環境研究所

は、鉄道技術の標準化活動と認証活動の両面での努力

を継続する所存である。様々な立場の方々並びに関連

機関のご指導、ご協力をお願いする。 

7．鉄道認証機関としての交通安全環境研究所の役割と今後の方向性

鉄道認証室 ※ 佐藤 安弘 田代 維史 千島 美智男 長谷川 智紀

１．はじめに

鉄道製品・技術の海外展開にあたっては、多くの

ケースにおいて国際規格への適合性に関する認証が

求められる。交通安全環境研究所では、鉄道分野で

国内初の国際規格適合性認証機関となる鉄道認証室

を平成 23年 4月に設置した。平成 24年 9月に独立

行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）より認証

機関として認定を受けた鉄道認証室は、認定機関で

ある NITE の審査による継続的な認定を維持しつつ

活動している。ここでは、認証活動の概要について

紹介するとともに、将来に向けた鉄道認証機関とし

ての方向性について述べる。

２．鉄道認証機関の設立1)

２．１．日本における認証機関の必要性

従来から日本国内では、JIS（日本工業規格）や

鉄道分野の団体規格があり、鉄道に関する安全性や

その他の性能に関しては製品供給側が規格準拠を自

己宣言し、調達側の鉄道事業者が承認することによ

り、事実上の規格適合性判断が行われている。しか

し海外市場では、規格として EN 規格(欧州統一規

格)または国際規格(IEC 等)に準拠することが求め

られ、その規格適合性判断を契約関係者以外の、客

観的な第三者機関にゆだねる「認証」がこの判断の

仕組みの主流となっている。そのため日本の鉄道関

連メーカーの海外進出に際しては、製品の国際規格

に対する認証取得が必須の状況になっている。鉄道

製品に関する認証を行う日本の認証機関が存在しな

かった当時は、日本のメーカーは主に欧州の認証機

関から認証を取得せざるを得ず、言語の壁、時差お

よび技術思想の違いによって生じる時間とコストが

問題となっていた。

２．２．鉄道認証室設置の経緯

平成 20 年 6 月の交通政策審議会陸上交通分科会

鉄道部会提言において、「我が国においては製品の

確認・検査は鉄道事業者が行っており、第三者認証

機関は存在していないため、今後、我が国の製品の

国際規格への適合性評価のあり方を検討する必要が

ある。」とされ、これを受けて国土交通省鉄道局お

よび公益財団法人鉄道総合技術研究所を事務局とす

る「鉄道技術標準化調査検討会」において、国内に

海外対応認証機関を設立するための「鉄道認証機関

設立検討ワーキンググループ」が設置され、検討が

行われた。また、同ワーキンググループの下に車両、

地上電力設備、信号の各分野のメーカーを主体とす

るサブワーキンググループが設けられ、分野ごとの

海外認証状況の情報収集および日本における認証の

具体的な仕組みへの要求の抽出作業が行われた。交

通安全環境研究所は、独立行政法人としての公平性

・中立性や鉄道技術に関する安全性評価の実績等の

観点から鉄道認証機関としての適格性を有するもの

とされた。

そして、国土交通大臣が定める交通安全環境研究

所の中期目標（平成 23年 4月１日から平成 28年３

月 31 日まで）において、「国際規格への適合性評

価（認証）を行うための体制を検討すること」が盛

り込まれた。

認証機関は、ISO(国際標準化機構)および IEC

(国際電気標準会議)共通のガイダンスである

ISO/IEC Guide65（製品認証機関に対する一般要求

事項(当時、現在は ISO/IEC 17065)）2)に則って、

その体制整備を行う必要がある。そこで、平成 23

年 4月に交通安全環境研究所内に鉄道認証室を設け、

これを鉄道認証室長、業務運営管理者、業務担当者

および審査要員により構成することとした。認証業

務実施体制の概要を図１に示す。

図１に示す審査要員については、鉄道認証室に所

属する職員のほかに、外部審査要員としてメーカー

OB 等に委嘱を行うこととした。また、認証業務の

方針に関する事項および品質システムの維持に関す

る事項等の審議を行い、鉄道認証室へ助言を行うた

め、鉄道製品認証業務運営委員会(委員長 中村英夫
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日本大学教授)を設置した。

２．３．認証対象規格

鉄道関連メーカーが海外展開において認証を必要

としている国際規格のうち、前述のサブワーキング

で挙げられたニーズの高い 5規格（表１）を認証対

象規格として選定した。

図１ 認証業務実施体制

表１ 認証対象規格

２．４．認定の取得

平成 23 年 9 月より具体認証案件の審査を開始し、

鉄道認証室として初めての認証を平成 24 年 1 月に

行った。このような認定取得前の認証を「プレ認

証」と称する。対象の国際規格は、鉄道信号システ

ムの電子装置の安全性に関する IEC 62425（セーフ

ティケース）であった。ISO/IEC Guide65 に準拠し

た認証業務に関する品質ドキュメントや構築した体

制およびプレ認証実績をもとに、平成 24 年 1 月に

NITE 認定センターへ認定申請を行い、平成 24 年 9

月 6日、国内初の鉄道分野における国際規格適合性

認証機関として、IEC 62425を対象とする「認定」

を取得した。

３．現在の取り組み

３．１．認証業務

これまでの認証書の発行実績は合計 10 件となっ

規格番号 概　　　要

①
IEC 62278 （RAMS：Reliability(信頼性)、Availability(ア
（RAMS） ベイラビリティ)、Maintainability(保全性)、 

鉄道システムの安全性や信頼性に関する規格 

Safety(安全性)）

②
IEC 62279 鉄道信号システムのソフトウェア 

(ソフトウェア) の安全性に関する規格

③ 鉄道信号システムの通信の安全性に関する規格
IEC 62280 
（通信）

④
IEC 62425 鉄道信号システムの電子装置 

(セーフティケース) の安全性に関する規格

⑤
IEC 62236 鉄道システムの電磁界に関する規格 
（EMC） （EMC：Electro-Magnetic Compatibility）
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•業務運営管理者
•業務担当者
•審査要員

鉄道製品認証業務運営委員会

マネジメントシステムの維持及び公平性の
確保に関する事項等の審議を行い、認証
業務の運営に対する助言を行う機関 

構成：学識経験者、鉄道事業者、各協会等

助言

外部審査要員
•メーカーOB
•鉄道事業者
•鉄道認証室以外の
交通研職員

最高経営管理者

経営管理者

平成23年4月発足

ており、最近では、 IEC 62425 のほかに、 IEC

62279(ソフトウェア)や IEC 62280(通信)を適用規

格とする認証書を発行している。認証書発行実績を

表２に示す。

認証業務の品質を維持するため、「鉄道製品認証

業務品質マニュアル」をはじめとする認証業務に関

する品質ドキュメントに従い、前述の鉄道製品認証

業務運営委員会を設置しているほか、内部監査、認

証機関の要員の教育・訓練等を実施している。定期

的に開催している鉄道製品認証業務運営委員会にお

いては、各年度の活動状況や活動計画を報告すると

ともに、認証業務品質の適切な維持に関する事項等

の審議を行っている。

表２ 認証書発行実績

３．２．ISO/IEC 17065 に準拠した認証業務運営への

移行

認証機関に対する要求事項は、平成 24 年 9 月に

ISO/IEC Guide 65(製品認証機関に対する一般要求

事項)から ISO/IEC 17065(適合性評価、製品、プロ

セスおよびサービスの認証を行う機関に対する要求

事項)
3)に改正された。これに対応し ISO/IEC 17065

に準拠した認証業務運営に移行するため、鉄道認証

業務品質マニュアル等の規程類を改正し、平成 27

年 2 月 10 日に施行した。改正の要点は以下の通り

である。

(1)認証プロセスに関する要求事項への対応

申請の受理に先立ち「申請のレビュー」を行い、

認証の実施の可否を決定して申請者に通知するプロ

セスを設けた。また、申請者の義務（不適切な認証

認証番号 発行年月日 認証対象製品 適用規格

NRCC-2012- H24.1.25 鉄道信号用CPUボード IEC 62425 
001 Ed.1.0:2007

NRCC-2012- H24.6.25 無線利用列車制御システム IEC 62425  
002 (特定路線向け) Ed.1.0:2007

NRCC-2012- H24.6.25 無線利用列車制御システム IEC 62425  
003 (汎用向け) Ed.1.0:2007

NRCC-2013- H25.3.29 鉄道用電子連動システム IEC 62425  
001 Ed.1.0:2007

NRCC-2013- H25.5.16 鉄道用列車位置検知システム IEC 62425  
002 Ed.1.0:2007

NRCC-2015- H27.5.13 列車制御システム車上装置 IEC 62425  
002 Ed.1.0:2007

NRCC-2015- H27.5.13 列車制御システム車上装置 IEC 62279  
003 Ed.1.0:2002

NRCC-2015- H27.5.26 列車制御システム車上装置 IEC 62280  
004 Ed.1.0:2014

(H27.7.1現在。目標とするRAMSライフサイクルに到達する過程で段
階的に行う認証の実績は含まない。)

の使用の禁止、サーベイランスへの対応等）の遂行

を担保するため、「認証要求事項の遵守に関する合

意書」の締結を行うこととした。

(2)公平性に関する要求事項への対応

認証機関の禁止事項として、コンサルティングの

提供等を明記した。また、鉄道製品認証業務運営委

員会を公平性確保のための審議を行う委員会として

位置づけた。

(3)要員の力量に関する要求事項への対応

審査要員に加え、認証プロセスを担う要員の力量

についても管理することとした。

３．３．認定機関による定期検査等

認証機関としての認定の維持については、認定機

関である NITE の定期検査が実施されており、当認

証機関の適格性が継続的に認められてきている。

また、前述のとおり本年 2月に ISO/IEC 17065に

準拠した認証業務運営へ移行しており、NITE によ

る臨時検査においてその適合状況の確認が行われ、

ISO/IEC 17065に適合した認証機関として改めて認

定されたところである。

３．４．認証対象規格の改定

IEC 62279が改正されたとともに、IEC 62280-1

および IEC 62280-2が IEC 62280に統合されたこと

に伴う規格番号の表記の修正等に伴い、認証機関が

認証業務を行う規格を改定した。但し、旧規格での

認証も可能である。現在、鉄道認証室が認証を行う

ことのできる国際規格を表３に示す。

３．５．広報活動

鉄道認証室では、認証機関としての設立趣旨に沿

った認証活動を充実させ、その活動を国内外に広く

周知することにより、当認証機関の活用を促すとと

もに、国際通用性を高めることを目的として、広報

活動にも力を注いでいる。

(1)鉄道認証情報交換会

鉄道分野の海外展開に認証を役立てていただける

よう、認証活動の状況をお知らせするとともに認証

を取り巻く情勢について情報共有を行うため、鉄道

関連メーカー、関連協会および国土交通省との情報

交換会を定期的に実施している。

(2)WEBページによる情報提供

交通安全環境研究所 鉄道認証室の WEBページ 4)

において、認証を行うことのできる国際規格、認証

機関としての認定証の写し、これまでの認証実績、

認証業務に関する品質ドキュメント等を公開してい

る。

(3)その他

交通安全環境研究所フォーラムおよび講演会での

報告をはじめ、国内外の鉄道技術展示会におけるパ

ネル展示等の取り組みを行っている。

表３ 現在の認証対象規格

４．今後の方向性

４．１．認定規格の拡充

認証機関としての認定は、対象とする国際規格ご

とに与えられることとされており、現在、鉄道認証

室が取得している認定規格は表３の〇印で示す IEC

62425 のみであることから、認定規格の拡充を図っ

ていくことが重要である。そのためには、対象とす

る国際規格の認証実績が必須である。

平成 27年 5月に IEC 62279 を適用規格とする認

証書および IEC 62280を適用規格とする認証書を発

行したが、これらはプレ認証と位置づけられ、この

実績に基づき認定規格の拡大に努めることとしてい

る。また、現在認証審査を実施している IEC 62278

（RAMS）については、引き続き認証審査に注力す

規格名称 規格番号 認定規格

信頼性，アベイラビリティ，保全性，
安全性（RAMS）の仕様と実証

IEC 62278:2002

通信，信号
及び処理シ
ステム

信号用の安全関連電子シ
ステム

IEC 62425:2007 〇

鉄道の制御，保護システ
ム用ソフトウェア

IEC 62279:2002

IEC 62279:2015

クローズドトランスミッ
ションシステムにおける
安全性に関する通信

IEC 62280-1:2002

オープントランスミッシ
ョンシステムにおける安
全性に関する通信

IEC 62280-2:2002

トランスミッションシス
テムにおける安全性に関
する通信

IEC 62280:2014

電磁両立性

通則 IEC 62236-1:2008

鉄道システム全体の外部
へのエミッション

IEC 62236-2:2008

鉄道車両
列車及び車両 IEC 62236-3-1:2008

装置 IEC 62236-3-2:2008

信号及び通信機器のエミ
ッション及びイミュニテ
ィ

IEC 62236-4:2008

地上電源設備及び機器の
エミッション及びイミュ
ニティ

IEC 62236-5:2008
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日本大学教授)を設置した。

２．３．認証対象規格

鉄道関連メーカーが海外展開において認証を必要

としている国際規格のうち、前述のサブワーキング

で挙げられたニーズの高い 5規格（表１）を認証対

象規格として選定した。

図１ 認証業務実施体制

表１ 認証対象規格

２．４．認定の取得

平成 23 年 9 月より具体認証案件の審査を開始し、

鉄道認証室として初めての認証を平成 24 年 1 月に

行った。このような認定取得前の認証を「プレ認

証」と称する。対象の国際規格は、鉄道信号システ

ムの電子装置の安全性に関する IEC 62425（セーフ

ティケース）であった。ISO/IEC Guide65 に準拠し

た認証業務に関する品質ドキュメントや構築した体

制およびプレ認証実績をもとに、平成 24 年 1 月に

NITE 認定センターへ認定申請を行い、平成 24 年 9

月 6日、国内初の鉄道分野における国際規格適合性

認証機関として、IEC 62425を対象とする「認定」

を取得した。

３．現在の取り組み

３．１．認証業務

これまでの認証書の発行実績は合計 10 件となっ

規格番号 概　　　要

①
IEC 62278 （RAMS：Reliability(信頼性)、Availability(ア
（RAMS） ベイラビリティ)、Maintainability(保全性)、 

鉄道システムの安全性や信頼性に関する規格 

Safety(安全性)）

②
IEC 62279 鉄道信号システムのソフトウェア 

(ソフトウェア) の安全性に関する規格

③ 鉄道信号システムの通信の安全性に関する規格
IEC 62280 
（通信）

④
IEC 62425 鉄道信号システムの電子装置 

(セーフティケース) の安全性に関する規格

⑤
IEC 62236 鉄道システムの電磁界に関する規格 
（EMC） （EMC：Electro-Magnetic Compatibility）
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 鉄道認証室

•鉄道認証室長
•業務運営管理者
•業務担当者
•審査要員

鉄道製品認証業務運営委員会

マネジメントシステムの維持及び公平性の
確保に関する事項等の審議を行い、認証
業務の運営に対する助言を行う機関 

構成：学識経験者、鉄道事業者、各協会等

助言

外部審査要員
•メーカーOB
•鉄道事業者
•鉄道認証室以外の
交通研職員

最高経営管理者

経営管理者

平成23年4月発足

ており、最近では、 IEC 62425 のほかに、 IEC

62279(ソフトウェア)や IEC 62280(通信)を適用規

格とする認証書を発行している。認証書発行実績を

表２に示す。

認証業務の品質を維持するため、「鉄道製品認証

業務品質マニュアル」をはじめとする認証業務に関

する品質ドキュメントに従い、前述の鉄道製品認証

業務運営委員会を設置しているほか、内部監査、認

証機関の要員の教育・訓練等を実施している。定期

的に開催している鉄道製品認証業務運営委員会にお

いては、各年度の活動状況や活動計画を報告すると

ともに、認証業務品質の適切な維持に関する事項等

の審議を行っている。

表２ 認証書発行実績

３．２．ISO/IEC 17065 に準拠した認証業務運営への

移行

認証機関に対する要求事項は、平成 24 年 9 月に

ISO/IEC Guide 65(製品認証機関に対する一般要求

事項)から ISO/IEC 17065(適合性評価、製品、プロ

セスおよびサービスの認証を行う機関に対する要求

事項)
3)に改正された。これに対応し ISO/IEC 17065

に準拠した認証業務運営に移行するため、鉄道認証

業務品質マニュアル等の規程類を改正し、平成 27

年 2 月 10 日に施行した。改正の要点は以下の通り

である。

(1)認証プロセスに関する要求事項への対応

申請の受理に先立ち「申請のレビュー」を行い、

認証の実施の可否を決定して申請者に通知するプロ

セスを設けた。また、申請者の義務（不適切な認証

認証番号 発行年月日 認証対象製品 適用規格

NRCC-2012- H24.1.25 鉄道信号用CPUボード IEC 62425 
001 Ed.1.0:2007

NRCC-2012- H24.6.25 無線利用列車制御システム IEC 62425  
002 (特定路線向け) Ed.1.0:2007

NRCC-2012- H24.6.25 無線利用列車制御システム IEC 62425  
003 (汎用向け) Ed.1.0:2007

NRCC-2013- H25.3.29 鉄道用電子連動システム IEC 62425  
001 Ed.1.0:2007

NRCC-2013- H25.5.16 鉄道用列車位置検知システム IEC 62425  
002 Ed.1.0:2007

NRCC-2015- H27.5.13 列車制御システム車上装置 IEC 62425  
002 Ed.1.0:2007

NRCC-2015- H27.5.13 列車制御システム車上装置 IEC 62279  
003 Ed.1.0:2002

NRCC-2015- H27.5.26 列車制御システム車上装置 IEC 62280  
004 Ed.1.0:2014

(H27.7.1現在。目標とするRAMSライフサイクルに到達する過程で段
階的に行う認証の実績は含まない。)

の使用の禁止、サーベイランスへの対応等）の遂行

を担保するため、「認証要求事項の遵守に関する合

意書」の締結を行うこととした。

(2)公平性に関する要求事項への対応

認証機関の禁止事項として、コンサルティングの

提供等を明記した。また、鉄道製品認証業務運営委

員会を公平性確保のための審議を行う委員会として

位置づけた。

(3)要員の力量に関する要求事項への対応

審査要員に加え、認証プロセスを担う要員の力量

についても管理することとした。

３．３．認定機関による定期検査等

認証機関としての認定の維持については、認定機

関である NITE の定期検査が実施されており、当認

証機関の適格性が継続的に認められてきている。

また、前述のとおり本年 2月に ISO/IEC 17065に

準拠した認証業務運営へ移行しており、NITE によ

る臨時検査においてその適合状況の確認が行われ、

ISO/IEC 17065に適合した認証機関として改めて認

定されたところである。

３．４．認証対象規格の改定

IEC 62279が改正されたとともに、IEC 62280-1

および IEC 62280-2が IEC 62280に統合されたこと

に伴う規格番号の表記の修正等に伴い、認証機関が

認証業務を行う規格を改定した。但し、旧規格での

認証も可能である。現在、鉄道認証室が認証を行う

ことのできる国際規格を表３に示す。

３．５．広報活動

鉄道認証室では、認証機関としての設立趣旨に沿

った認証活動を充実させ、その活動を国内外に広く

周知することにより、当認証機関の活用を促すとと

もに、国際通用性を高めることを目的として、広報

活動にも力を注いでいる。

(1)鉄道認証情報交換会

鉄道分野の海外展開に認証を役立てていただける

よう、認証活動の状況をお知らせするとともに認証

を取り巻く情勢について情報共有を行うため、鉄道

関連メーカー、関連協会および国土交通省との情報

交換会を定期的に実施している。

(2)WEBページによる情報提供

交通安全環境研究所 鉄道認証室の WEBページ 4)

において、認証を行うことのできる国際規格、認証

機関としての認定証の写し、これまでの認証実績、

認証業務に関する品質ドキュメント等を公開してい

る。

(3)その他

交通安全環境研究所フォーラムおよび講演会での

報告をはじめ、国内外の鉄道技術展示会におけるパ

ネル展示等の取り組みを行っている。

表３ 現在の認証対象規格

４．今後の方向性

４．１．認定規格の拡充

認証機関としての認定は、対象とする国際規格ご

とに与えられることとされており、現在、鉄道認証

室が取得している認定規格は表３の〇印で示す IEC

62425 のみであることから、認定規格の拡充を図っ

ていくことが重要である。そのためには、対象とす

る国際規格の認証実績が必須である。

平成 27年 5月に IEC 62279 を適用規格とする認

証書および IEC 62280を適用規格とする認証書を発

行したが、これらはプレ認証と位置づけられ、この

実績に基づき認定規格の拡大に努めることとしてい

る。また、現在認証審査を実施している IEC 62278

（RAMS）については、引き続き認証審査に注力す

規格名称 規格番号 認定規格

信頼性，アベイラビリティ，保全性，
安全性（RAMS）の仕様と実証

IEC 62278:2002

通信，信号
及び処理シ
ステム

信号用の安全関連電子シ
ステム

IEC 62425:2007 〇

鉄道の制御，保護システ
ム用ソフトウェア

IEC 62279:2002

IEC 62279:2015

クローズドトランスミッ
ションシステムにおける
安全性に関する通信

IEC 62280-1:2002

オープントランスミッシ
ョンシステムにおける安
全性に関する通信

IEC 62280-2:2002

トランスミッションシス
テムにおける安全性に関
する通信

IEC 62280:2014

電磁両立性

通則 IEC 62236-1:2008

鉄道システム全体の外部
へのエミッション

IEC 62236-2:2008

鉄道車両
列車及び車両 IEC 62236-3-1:2008

装置 IEC 62236-3-2:2008

信号及び通信機器のエミ
ッション及びイミュニテ
ィ

IEC 62236-4:2008

地上電源設備及び機器の
エミッション及びイミュ
ニティ

IEC 62236-5:2008
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るとともに、認証が完了した後に、その認証実績に

基づき認定規格の拡大を図ることとしている。

さらに、今後の国際規格の動向と認証ニーズを反

映し、認証対象規格および認定規格のさらなる範囲

拡大についても検討を行うことが必要であると考え

ている。

４．２．法人統合に伴う対応

平成 28 年 4 月には、交通安全環境研究所は自動

車検査独立行政法人と統合し、独立行政法人 自動

車技術総合機構となる予定であるが、交通安全環境

研究所の名称は維持されることとなっている。

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平

成 25 年 12 月 24 日閣議決定）においては、「鉄道

インフラの戦略的な海外展開等において重要な役割

を引き続き担う必要がある」とされており、この趣

旨に的確に対応するため、法人統合後においても鉄

道分野における国際規格適合性認証機関として、公

正・中立の立場から積極的かつ着実に鉄道認証業務

を行っていくこととしている。

４．３．国際通用性の強化

平成 25 年 6 月に策定された「日本再興戦略」の

知的財産戦略・標準化戦略において、「グローバル

に通用する認証基盤の整備」が盛り込まれているほ

か、上記法人統合に関する閣議決定の趣旨からも、

鉄道認証室が実施している鉄道分野の認証活動は、

日本の鉄道製品・システムの海外展開を促進する国

の施策を支援する観点から極めて重要なものであり、

認証の実効性をより高めるため国際通用性の強化が

求められている。

認定機関である NITE は、IAF（国際認定フォー

ラム）および PAC（太平洋認定協力機構）に加盟

し、相互承認取決めに署名している。相互承認取決

めは、認定された認証機関が発行する認証書が国際

間取引においても有効なものとして流通し、不要な

二重検査を排除することにより、円滑な貿易を促進

する目的で IAF や PAC において、近年その取り組

みが行われており、相互承認取決めの署名により認

定の信頼性が国際的に高まり、ひいては、認定され

た認証機関が発行する認証書の国際的な受入れの可

能性が高まる 5)。

今後も、認定の国際通用性を活かし、認証機関と

して国際的な信頼を高めるための活動を実施してい

く必要がある。このため、認証機関に対する国際規

格の要求事項を遵守し認定の維持を図ることはもち

ろん、引き続き認証業務を着実に進め、認証実績の

拡充と認定規格の拡大に努めることとする。また、

広報・情報発信活動については、以下の観点から引

き続き注力していく必要があると考えている。

① 認証機関としての国際通用性を強化するため、

海外鉄道関係者への認知度向上を図ること

② 認証機関としての活用促進を図るため、日本

のメーカーに鉄道認証室の認証活動を周知し、

より利用しやすい環境を整備すること

こうした取り組みを継続することにより、日本の

鉄道分野における国際規格適合性認証機関として、

鉄道インフラの戦略的な海外展開等に貢献していく。

また、外国の認証機関とも連携を図り、日本のメー

カーの効率よい海外展開の支援も視野に入れている。

５．まとめ

鉄道認証機関の設立の経緯、交通安全環境研究所

鉄道認証室の認証活動の概要について紹介するとと

もに、将来に向けた鉄道認証機関としての方向性に

ついて述べた。

交通安全環境研究所では、公正・中立の立場から、

日本の鉄道製品・システムの認証を通じて、日本の

鉄道技術の海外展開や鉄道技術の維持・発展に引き

続き貢献したいと考えている。そのためには認証の

経験と実績を積み重ねることが重要であり、引き続

き関係各位のご指導・ご協力をお願いしたい。
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